
 

令 和 ６ 年 ７ 月 3 1 日 

消 防 庁 

 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案）等に対する 
意見公募の結果及び改正省令等の公布 

 

消防庁は、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案）等の内容について、令和

６年５月 28 日から令和６年６月 26 日までの間、意見を公募したところ、２件の意見の提出が

ありました。この結果を踏まえて、本日、「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令」

等を公布しましたのでお知らせします。 

 

１ 改正概要 

 以下の事項について措置を行うため、危険物の規制に関する規則（昭和 34年総理府令第 55号）及

び危険物の取扱作業の保安に関する講習の実施細目（昭和 62 年消防庁告示第４号）を改正するもの

です。概要については、別紙１を御覧ください。 

 （１）危険物取扱者講習に係る指定講習機関の指定基準等の規定 

 （２）製造所等の定期点検の周期の合理化 

 

２ 意見公募の結果 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案）等の内容について、令和６年５月 28

日から令和６年６月 26 日までの間、御意見を公募したところ、２件の意見の提出がありました。 

提出された意見の概要及び意見に対する総務省の考え方については、別紙２のとおりです。 

 

３ 省令及び告示の公布 

消防庁では、意見公募手続の実施結果も踏まえて、危険物の規制に関する規則の一部を改正す

る省令（令和６年総務省令第 78 号）及び、危険物の取扱作業の保安に関する講習の実施細目の

一部を改正する件（令和６年消防庁告示第 13号）を本日付けで公布しました。 

改正省令新旧対照表 別紙３ 

改正告示新旧対照表 別紙４ 

 

（連絡先） 

消防庁危険物保安室 担当：早川、高橋  

TEL：03-5253-7524（直通） 

E-mail: fdma.hoanshitsu_atmark_soumu.go.jp 

※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と

表示しております。送信の際には「@」に変更して

ください。 

mailto:fdma.hoanshitsu@soumu.go.jp


 

 

 

 
 

令和６年７月 

消防庁危険物保安室 

１ 改正概要 

（１）危険物取扱者講習に係る指定講習機関の指定基準 

○ 「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」（令和４年６月３日デジタル

臨時行政調査会）により、対面講習は原則としてデジタル処理で完結することとされ

た。 

○ 消防法（昭和 23年法律第 186号）第 13条の 23に規定する危険物の取扱作業の保安

に関する講習（以下「危険物取扱者講習」という。）は、現在都道府県が実施している

が、都道府県からの意見も踏まえ、デジタル化への対応として、オンライン講習を行

う指定講習機関（同法第 16条の４第２項に規定する指定講習機関をいう。以下同じ。）

を新たに指定できるようにする必要がある。 

○ そこで、危険物取扱者講習に係る指定講習機関の指定基準等を規定するために、危

険物の規制に関する規則（昭和 34年総理府令第 55号）等を改正する。 

 

（２）製造所等の定期点検の周期の合理化 

 ○ 「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」では、定期検査・定期点検に

ついて、デジタル技術の活用により検査等の周期の延長など現行規制を合理化するこ

ととされた。 

 ○ 消防法第 14 条の３の２及び規則第 62 条の４の規定により、危険物の規制に関する

政令（昭和 34年政令第 306号）第８条の５に規定する製造所等は、一年に一回以上定

期点検を行う必要があるところ、デジタル技術の活用による点検周期の合理化を可能

とするため、規則を改正する。 

 ○ 同様に、規則第 62条の５の４の規定により五年に一回以上行うこととされている移

動タンク貯蔵所の漏れの点検についても、デジタル技術の活用による点検周期の合理

化を可能とするため、規則を改正する。 

 

２ 改正内容 

（１）危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 

  ① 危険物取扱者講習に係る指定講習機関の指定基準 

○ 危険物取扱者講習に係る指定講習機関の指定基準について、以下のとおり定める。 

  ・ 指定講習機関の指定は、危険物取扱者講習を行おうとする法人の申請により行

うこと 

・ 指定を受けようとする法人が総務大臣に提出する申請書及び添付書類（定款及

び登記事項証明書等）を定めること 

・ 総務大臣は、指定を受けようとする法人が、オンライン講習ができる体制を有

していること等の要件を満たしていると認めるときでなければ指定をしてはなら

ないこと 

・ 総務大臣は、指定を受けようとする法人が、一般社団法人又は一般財団法人以

外の者であること等の要件に該当するときは、指定をしてはならないこと 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等について 
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・ 総務大臣は、指定講習機関を指定したときは、当該指定を受けた者の名称等を

公示しなければならないこと 

・ 指定講習機関は毎年一回以上講習を行わなければならないこと 

・ 指定講習機関の役員等は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は漏洩

してはならないこと 

 ○ その他、指定講習機関の運営等に関する事項について規定する。 

  ○ その他、所要の改正を行う。 

 

  ② 製造所等の定期点検の周期の合理化 

  ○ 製造所等の定期点検及び移動タンク貯蔵所の漏れの定期点検について、常時監視

するための装置その他の必要な措置が講じられ、かつ、市町村長等が保安上支障が

ないと認める場合には、点検周期を合理化することができることとする。 

 

（２）危険物の取扱作業の保安に関する講習の実施細目の一部を改正する件 

○ 講習の実施等の主体として、総務大臣が指定する市町村長その他の機関を明示する

ための規定の整備を行う。 

○ 講習の修了証明の方法として、危険物取扱者免状への記載又は修了証の発行を規定

するとともに、修了証の様式を定める。 

 

３ 施行期日 

（１）（２）ともに、公布の日から施行する。 

ただし、（２）のうち修了証の様式を定める規定については、令和７年４月１日から

施行する。 



危険物の規制に関する規則の一部を改正する規則（案）等に対して提出された御意見及び御意見に対する考え方 

No. 意見提出者 案に対する意見及びその理由 総務省の考え方 

提出意見を
踏まえた 
案の修正の

有無 
１ － ⑴ 今回の改正において、一般社団法人又は一般財団法人以外の

者を講習機関として指定することはできない、となっていま
す。
労働安全衛生法をはじめとする他法令による法定講習は株式
会社等が認可庁の認可を受けて講習を提供することは一般的
となっていますが、株式会社等のその他の法人を除外する合理
的な理由をお示しいただけますでしょうか。
もし、指定の対象を非営利法人に絞るという狙いであれば、

その理由及び公益財団法人、公益社団法人、NPO 法人といっ
たその他の非営利法人を「指定してはならない」とすることの
理由についても併せてお示しいただけますでしょうか。 

⑵ 指定の要件である「職員、設備、講習の実施の方法その他の
事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確
実な実施のために適切なものであること。」についてはどのよ
うなケースが適切であるかの判断については審査庁において
具体的な審査基準等を制定される予定はありますでしょうか。 

(3)指定の要件である「講習の実施に関する計画の適正かつ確実
な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものである
こと。」についてはどのようなケースが「経理的及び技術的な
基礎」を有しているかまたは有していないかを具体的にお示し
いただけますでしょうか。

⑴について
・ 製造所等においては、危険物取扱者以外の者は、甲種危険
物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ危険物
を取り扱ってはならないとされており、危険物取扱者は危険
物に関する安全の確保の観点から、極めて重要な責務を有し
ます。また、製造所等で危険物の取扱い作業に従事する危険
物取扱者は、定期的に危険物取扱者の保安に関する講習を受
講しなければならず、当該講習は危険物取扱者免状の効力を
担保する上で重要なものです。

・ そのため、危険物の取扱い作業の保安に関する講習は、本
来、危険物取扱者免状の発行権者である都道府県知事が行う
こととされており、指定講習機関が代行するにあたっては、
当該機関に高い公共性や中立性を求める必要があるため、指
定講習機関の指定は一般社団法人又は一般財団法人に限定
しています。

・ 公益社団法人及び公益財団法人は、公益社団法人及び公益
財団法人の認定等に関する法律により、公益社団（財団）法
人は、同法第４条の認定を受けた一般社団（財団）法人と定
義されており、本規則における一般社団（財団）法人は公益
社団（財団）法人を排除するものではございません。

・ NPO 法人については、特定非営利活動促進法の別表に掲
げられる活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進
に寄与することを目的とする法人とされており、危険物取扱
者を対象とする本指定講習機関の業務は NPO 法人の活動目
的に該当しないことから、指定の対象とはしていません。

無 
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⑵・(3)について
・ 今般改正する規則の他に別途審査基準等を制定する予定は
ございません。「経理的及び技術的な基礎」については、計
画を適正かつ確実に実施するために必要な講習の講師、会
場、オンラインシステム、経営の安定性等を有しているかと
いう点を確認する予定です。

２ － ⑴今回の改正案では、定期点検を行わなければならない時期等に
ついて、「技術上の基準に適合していることを常時監視するため
の装置の設置その他の必要な措置が講じられていること」や、「市
町村長等が保安上支障がないと認める」ことが、当該時期を別に
定める場合の要件とされているが、その考え方や具体的な運用
（認める場合の装置等や装置毎の合理的な点検周期）について
は、今後、運用通知等が示されることになるのか。

⑵定期点検を行わなければならない時期を別に定める場合に危
険物施設の関係者に求める手続きは、どのように考えているか。 

⑴について
運用上の留意事項等については、必要に応じて、運用通知等で
示すこことします。また、具体的な運用事例等については、必
要に応じて、各種会議等の機会を捉え、情報共有を図ることと
します。

⑵について
手続きについては、各市町村等がその実情に応じて定めること
となります。なお、運用上の留意事項等については、必要に応
じて、運用通知等で示すこことします。

無 

◯提出意見数：２件
※１ 提出意見数は、提出意見者数としています。
※２ とりまとめの都合上、いただいた御意見は一部要約しています。
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状
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又
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該
講
習

該
講
習
を
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日
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後
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一
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内
に
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を
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足
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を
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［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］
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危
険
物
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扱
作
業
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関
す
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に
係
る
指
定
講
習
機
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］
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講
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す
る
法
人
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

２
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す
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指
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掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

第
五
十
八
条
の
二
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
書
類

二

講
習
事
務
を
取
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３
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実
な
実
施
の
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
の
講
習
の
実
施
に
関
す
る
計
画
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
に
必
要
な
経
理
的
及
び
技
術
的
な
基
礎
を
有

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

申
請
者
が
、
講
習
以
外
の
業
務
を
行
つ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
つ
て
当
該
講
習
が

不
公
正
に
な
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

四

全
国
の
講
習
を
受
講
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
、
通
信
の
方
法
（
映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手

の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
講
義
又
は
演
習
を
す
る
方
法
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
を
い
う
。
）
又
は

当
該
通
信
の
方
法
及
び
対
面
に
よ
り
講
習
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
有
し
て
い
る
こ
と
。
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４

総
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
法
人
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

法
第
十
三
条
の
二
十
三
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

二

そ
の
法
人
又
は
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
が
法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
し
て
、
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の

執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
法
人
で
あ

る
こ
と
。

三

第
二
十
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
法

人
で
あ
る
こ
と
。

四

第
二
十
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
の
日
前
三
十
日
以
内
に
そ
の
取
消
し
に
係
る
法
人
の
業
務
を
行
う

役
員
で
あ
つ
た
者
で
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
も
の
が
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
と
な
つ
て
い

る
法
人
で
あ
る
こ
と
。

５

総
務
大
臣
は
、
法
第
十
三
条
の
二
十
三
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
指
定
を
受
け
た
者
の
名
称

及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
当
該
指
定
を
し
た
日
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

指
定
講
習
機
関
は
、
そ
の
名
称
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ
う

と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

指
定
講
習
機
関
は
、
毎
年
一
回
以
上
講
習
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

指
定
講
習
機
関
は
、
公
正
に
、
か
つ
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
講
習
に
係
る
基

準
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り
講
習
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

指
定
講
習
機
関
の
役
員
若
し
く
は
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
つ
た
者
は
、
そ
の
職
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘

10
密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

指
定
講
習
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
講
習
の
業
務
の
実
施
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
業
務
規
程
を
定
め
、
講
習
の

11
業
務
の
開
始
前
に
、
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す

る
。

一

講
習
の
業
務
を
取
り
扱
う
日
及
び
時
間
に
関
す
る
事
項

二

講
習
の
業
務
を
取
り
扱
う
事
務
所
及
び
当
該
事
務
所
が
担
当
す
る
地
域
に
関
す
る
事
項

三

講
習
の
業
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

四

講
習
の
手
数
料
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

五

講
習
の
業
務
に
関
す
る
秘
密
の
保
持
に
関
す
る
事
項

六

講
習
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
管
理
に
関
す
る
事
項

七

第
十
四
項
第
二
号
及
び
第
四
号
の
請
求
に
係
る
費
用
に
関
す
る
事
項

八

そ
の
他
講
習
の
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
た
業
務
規
程
が
講
習
の
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
上
不
適

12
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当
と
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
講
習
機
関
に
対
し
、
こ
れ
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。指

定
講
習
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
、
そ
の
事
業
年
度
の
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損

13
益
計
算
書
又
は
収
支
計
算
書
並
び
に
事
業
報
告
書(

そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録(

電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方

式
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算

機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。)

の
作
成
が
さ

れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
「
財
務
諸
表
等
」
と
い
う
。)

を
作
成

し
、
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
五
年
間
事
務
所
に
備
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

講
習
を
受
講
し
よ
う
と
す
る
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
は
、
指
定
講
習
機
関
の
業
務
時
間
内
は
、
い
つ
で
も
、

14
次
に
掲
げ
る
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
又
は
第
四
号
の
請
求
を
す
る
に
は
、
指
定
講
習
機

関
の
定
め
た
費
用
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

財
務
諸
表
等
が
書
面
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
書
面
の
閲
覧
又
は
謄
写
の
請
求

二

前
号
の
書
面
の
謄
本
又
は
抄
本
の
請
求

三

財
務
諸
表
等
が
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項

を
紙
面
又
は
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
に
よ
り
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
謄
写
の
請
求

四

前
号
の
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
電
磁
的
方
法
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
も
の
に
よ
り

提
供
す
る
こ
と
の
請
求
又
は
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
交
付
の
請
求

イ

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続

し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
、
当
該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送
信
さ

れ
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の

ロ

磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き

る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

指
定
講
習
機
関
は
、
講
習
の
業
務
に
関
す
る
事
項
で
次
に
掲
げ
る
も
の
を
記
載
し
た
帳
簿
を
備
え
、
講
習
を
行

15
つ
た
日
か
ら
こ
れ
を
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

講
習
を
行
つ
た
年
月
日

二

講
習
の
実
施
場
所
又
は
実
施
方
法

三

講
習
の
受
講
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日

四

前
号
の
受
講
者
の
う
ち
、
講
習
修
了
証
明
を
受
け
た
者
及
び
そ
の
年
月
日

総
務
大
臣
は
、
指
定
講
習
機
関
が
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該

16
指
定
講
習
機
関
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
適
合
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。

総
務
大
臣
は
、
指
定
講
習
機
関
が
第
八
項
及
び
第
九
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
指

17
定
講
習
機
関
に
対
し
、
講
習
を
行
う
べ
き
こ
と
又
は
当
該
講
習
の
方
法
そ
の
他
の
業
務
の
方
法
の
改
善
に
関
し
必
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要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

総
務
大
臣
は
、
講
習
の
業
務
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
講
習
機

18
関
に
対
し
、
講
習
の
業
務
に
関
し
必
要
な
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

指
定
講
習
機
関
は
、
講
習
の
業
務
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ

19
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
も
つ
て
、
そ
の
旨
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

休
止
又
は
廃
止
の
理
由

二

休
止
又
は
廃
止
の
時
期

三

休
止
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
期
間

総
務
大
臣
は
、
指
定
講
習
機
関
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
し
、
又

20
は
期
間
を
定
め
て
講
習
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
三
項
各
号
の
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二

第
四
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
四
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

三

第
六
項
、
第
八
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
、
第
十
三
項
、
第
十
五
項
又
は
第
十
九
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と

き
。

四

第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
業
務
規
程
に
よ
ら
な
い
で
講
習
の
業
務
を
行
つ
た
と
き
。

五

第
十
二
項
、
第
十
六
項
又
は
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

六

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
第
十
四
項
各
号
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
拒
ん
だ
と
き
。

七

不
正
な
手
段
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
と
き
。

総
務
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

21
一

第
十
九
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
。

二

前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
講
習
の
業
務
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
。

（
定
期
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
等
）

（
定
期
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
等
）

第
六
十
二
条
の
四

法
第
十
四
条
の
三
の
二
の
規
定
に
よ
る
定
期
点
検
は
、
一
年
（
告
示
で
定
め
る
構
造
又
は
設
備

第
六
十
二
条
の
四

法
第
十
四
条
の
三
の
二
の
規
定
に
よ
る
定
期
点
検
は
、
一
年
（
告
示
で
定
め
る
構
造
又
は
設
備

に
あ
つ
て
は
告
示
で
定
め
る
期
間
）
に
一
回
以
上
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
あ
つ
て
は
告
示
で
定
め
る
期
間
）
に
一
回
以
上
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
六
十
二
条
の
二
第
一

に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
市
町
村
長
等
が
点
検
を
行
う
べ
き
期
限
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
、
定
期
点
検
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
市
町
村
長

等
が
点
検
を
行
う
べ
き
期
限
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
、
定
期
点
検
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め

［
新
設
］

ら
れ
る
と
き
。

二

法
第
十
条
第
四
項
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
常
時
監
視
す
る
た
め
の
装
置
の
設
置
そ
の
他

［
新
設
］

の
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
市
町
村
長
等
が
保
安
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
。

［
２

略
］

［
２

同
上
］
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第
六
十
二
条
の
五
の
四

移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
に
係
る
定
期
点
検
は
、
第
六
十
二
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
告

第
六
十
二
条
の
五
の
四

移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
に
係
る
定
期
点
検
は
、
第
六
十
二
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
告

示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
令
第
八
条
第
三
項
の
完
成
検
査
済
証
（
変
更
の
許
可
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
令
第
八
条
第
三
項
の
完
成
検
査
済
証
（
変
更
の
許
可
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

当
該
移
動
貯
蔵
タ
ン
ク
の
変
更
の
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
交
付
を
受
け
た
日
又
は
直
近
に
お
い
て
当
該

当
該
移
動
貯
蔵
タ
ン
ク
の
変
更
の
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
交
付
を
受
け
た
日
又
は
直
近
に
お
い
て
当
該

移
動
貯
蔵
タ
ン
ク
の
漏
れ
の
点
検
を
行
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
間
に
一
回

移
動
貯
蔵
タ
ン
ク
の
漏
れ
の
点
検
を
行
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
間
に
一
回

以
上
当
該
移
動
貯
蔵
タ
ン
ク
の
漏
れ
の
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

以
上
当
該
移
動
貯
蔵
タ
ン
ク
の
漏
れ
の
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
六
十
二
条
の
二
第
一
項

該
当
す
る
場
合
に
は
、
市
町
村
長
等
が
点
検
を
行
う
べ
き
期
限
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
、
当
該
点
検
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
市
町
村
長
等

が
点
検
を
行
う
べ
き
期
限
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
、
当
該
点
検
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め

［
新
設
］

ら
れ
る
と
き
。

二

当
該
移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
漏
れ
を
常
時
監
視
す
る
た
め
の
装
置
の
設
置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら

［
新
設
］

れ
て
お
り
、
か
つ
、
市
町
村
長
等
が
保
安
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
消
防
法
及
び
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お

け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

２

消
防
法
及
び
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お

け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
総
務
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
一
中

「

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）

第
二
十
六
条
第
一
項
第
九
号
（
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
に
限
る
。
）

」
を

「

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）

第
二
十
六
条
第
一
項
第
九
号
（
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
に
限
る
。
）

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
総
理
府
令
第
五
十
五
号
）

第
五
十
八
条
の
十
五
第
十
五
項

」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
中

「

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法

第
十
五
条
第
三
項

」
を
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「

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法

第
十
五
条
第
三
項

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則

第
五
十
八
条
の
十
五
第
十
五
項

」
に
改
め
る
。
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○
消
防
庁
告
示
第
十
三
号

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
総
理
府
令
第
五
十
五
号
）
第
五
十
八
条
の
十
四
第
三
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
危
険
物
の
取
扱
作
業
の
保
安
に
関
す
る
講
習
の
実
施
細
目
（
昭
和
六
十
二
年
消
防
庁
告
示
第
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
七
月
三
十
一
日

消
防
庁
長
官

池
田

達
雄

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線

を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象

規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

別紙４
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改

正

後

改

正

前

第
一

講
習
の
種
別

第
一

［
同
上
］

一

講
習
は
、
危
険
物
取
扱
者
が
危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事
す
る
製
造
所
、
貯
蔵
所
及
び
取
扱
所(

以
下
「
危

一

講
習
は
、
危
険
物
取
扱
者
が
危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事
す
る
製
造
所
、
貯
蔵
所
及
び
取
扱
所(

以
下
「
危

険
物
施
設
」
と
い
う
。)

の
態
様
に
応
じ
、
次
の
と
お
り
種
別
を
設
け
て
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

険
物
施
設
」
と
い
う
。)

の
態
様
に
応
じ
、
次
の
と
お
り
種
別
を
設
け
て
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

都
道
府
県
知
事
（
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
市
町
村
長
そ
の
他
の
機
関
を
含
む
。
第
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、

都
道
府
県
知
事
は
、(

三)

の
種
別
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
こ
れ
を
区
分
し
て
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

三)

の
種
別
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
こ
れ
を
区
分
し
て
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
（
一
）
～
（
三
）

略
］

［
（
一
）
～
（
三
）

同
上
］

［
二

略
］

［
二

同
上
］

第
三

講
習
修
了
証
明

［
新
設
］

一

課
程
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
は
、
危
険
物
取
扱
者
免
状
に
そ
の
旨
を
記
載
し
、
又
は
修
了
証
を
発
行
す
る

も
の
と
す
る
。

二

修
了
証
の
様
式
は
、
別
記
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

第
四

［
略
］

第
三

［
同
上
］

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附
則
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
第
二
号
の
改
正
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。




